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特定非営利活動法人えがおつなげて 

 

山梨県、三菱地所、三菱地所ホーム、特定非営利活動法人えがおつなげて 

山梨県産材の利用拡大の推進に関する協定締結 

 

三菱地所株式会社、三菱地所ホーム株式会社及び特定非営利活動法人えがおつなげての３者は、山梨

県との間で、山梨県産材の利用拡大の推進に関する協定を本日締結しましたのでお知らせします。 

本協定は、協定締結者が緊密な連携と協働による普及・啓発活動を推進し、山梨県産材のブランド力

を高め、広くその価値を発信することで、山梨県産材の利用拡大を図り、山梨県内の林業の持続的かつ

健全な発展に資することを目的として締結の準備を進めてきたものです。 

 

三菱地所グループでは、ＣＳＲ活動の一環として、「都市と農山村が、お互いに元気になる社会」を

めざし、山梨県北杜市で活動を行う特定非営利活動法人「えがおつなげて」と連携し、北杜市増富地区

との交流を通して、都市と農山村、それぞれが抱える問題を認識し、ともに支えあう持続可能な社会の

実現に向けて都市と農山村をつなぐ『空と土プロジェクト』を２００８年度から開始。都市住民を対象

にしたさまざまな体験ツアーを実施するほか、農作物・間伐材など地域資源と三菱地所グループの事業

との連携プロジェクトをさまざまな活動を通して推進してまいりました。 

また、三菱地所グループの注文住宅事業を担う三菱地所ホームでは、森林資源の適正利用、国内林業

の持続的かつ健全な発展を図るため、トレーサビリティの明確な国産材の利用を進めてまいりました。

そうした中、昨年９月の山梨県産材認証制度改正※により県外で生産加工される製品についても「やま

なし県産材」表示を行うことが可能となったことを受け、山梨県産材認証製品の実用化を実現しました。 

※ 県産材の素材の使用量が 50％を超える木材製品については「県産材認証製品」として認証できることとした。 

 

山梨県産材のブランド力を高め、広くその価値を発信するためには、川上（生産地）から川下（供給・

販売）までが連携して普及・ＰＲに取り組むことが必要となります。 

今後、協定締結者及び関係者間で山梨県産材利用に関する情報を共有し、ニュースリリース、広報活

動等を連携して展開するとともに、ユーザーとなる都市住民を主な対象として、森林施業体験活動、ス

タディツアー、セミナー、ワークショップ等を連携して実施することで、県産材活用の普及・啓発活動

を推進してまいります。 

 

三菱地所グループでは、今後も木材や農作物などの地域資源と企業の経営資源を融合させ、新たな価

値を生み出していくことを通して、地域の活性化に貢献してまいります。 

以 上 

【お問い合わせ先】 

● 三菱地所株式会社 広報部 電話：０３－３２８７－５２００ 

● 三菱地所ホーム株式会社 コーポレートスタッフ室 電話０３－３２８７－００１０ 

● 特定非営利活動法人えがおつなげて 電話：０５５１－４２－２８４５ 

 

 


